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このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および影響を受けられた皆様に、心よ

りお見舞い申し上げます。皆様におかれましては、一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ま

すようお祈り申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症に関する現下の情勢等を踏まえ、当社では以下のとおり、特定の感

染症を保障の対象とする商品の約款改定を実施いたします。 

１．概要 

災害死亡保険金・災害高度障害保険金等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染

症(注1)を対象となる感染症に追加し、2020年2月1日(注2)以後の保険期間中に保険金のお支払

事由に該当された場合に災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払対象とします(注3)。 

また、特別条件付保険特約等について、保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定疾病・

部位不担保法を適用した場合でも、新型コロナウイルス感染症を原因として保険金・給付金等

のお支払事由に該当したときは、これらの特別条件を適用せず支払うべき保険金・給付金等の

全額をお支払いします(注3)。 

 (注1)世界保健機関(WHO)により｢疾病、傷害及び死因の統計分類第10版(ICD-10)｣(2020年3月更新)において

COVID-19(分類コード U07.1)と定義される疾病をいいます。 

 (注2)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。 

 (注3)新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」にもとづく「指

定感染症」でなくなった場合は、対象外となります。また、新型コロナウイルス感染症により保険金の支払

事由等に該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼし、かつ、新型コロナウイルス感

染症による保険金の支払額の増加が当社の財務の健全性に著しい影響を及ぼすと当社が認めたときは、そ

れらの影響の程度に応じて、保険金の支払額を削減して支払い、またはその全額を支払わないこと等があ

ります。 

２．対象商品 

別紙をご参照ください。 

３．その他 

本改定は、既にご加入いただいている契約を含めて適用します(注4)。なお、本改定に伴う保

険料の変更およびご契約者様による契約内容変更手続きの必要はございません。 

 (注4)2020年1月31日以前にご加入(特約の中途付加・ご契約の更新を含みます。)いただいたご契約につきまし

ては、保険期間の満了日(注5)まで本改定内容が適用されます。 

 (注5)ご契約が更新される場合、2020年2月1日以後にはじめて到来する更新日の前日までの期間をいいます。 

 

 

1 



４．お問い合わせ先 

保険金・給付金等のご請求につきましては、当社の代理店／取扱者または以下の連絡先まで

ご連絡ください。 

お問い合わせ先 受付時間 

■保険金請求受付専用ダイヤル 

※証券番号が「ｲ」や「ｵ」等のｶﾀｶﾅで始まるご契約 

0120012001200120----536536536536----338338338338    

平日 9：00～17：00 

土曜 9：00～17：00 

(日曜・祝日を除く) 

※当面の間、平日は上記受付時間

に短縮しております。 

■(変額保険)保険金請求受付専用ダイヤル 

※証券番号が数字で始まるご契約 

0120012001200120----765765765765----322322322322    

平日 9：00～17：00 

(土曜・日曜・祝日を除く) 

※改定後の約款につきましては、当社ホームページ(https://tmn-anshin.co.jp)をご確認いただくか、代理店

／取扱者または当社までお問い合わせください。 

※本対応のほか、このたびの新型コロナウイルスに関連した特別措置等の情報は、当社ホームページ

(https://tmn-anshin.co.jp)に詳しく掲載しております。 
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別紙 本商品改定の対象商品 

 

分類分類分類分類    名称名称名称名称    保険金種類等保険金種類等保険金種類等保険金種類等    

あんしん生命のご契約 ５年ごと利差配当付こども保険 災害死亡保険金 

災害保障期間付定期保険(※1) 災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

長期傷害保険(※1) 災害死亡保険金 

災害割増特約(※2) 災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

傷害特約(「本人型」を含みます。)(※2) 災害死亡保険金 

特別条件付保険特約(※3) － 

旧日動生命のご契約(※1) ５年ごと利差配当付こども保険 災害死亡保険金 

災害割増特約 災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

傷害特約 災害死亡保険金 

特別条件付保険特約(※3) － 

旧東京海上日動フィナン

シャル生命のご契約(※1) 

変額個人年金保険 災害死亡保険金 

積立型変額年金保険 災害死亡保険金 

新変額個人年金保険 災害死亡保険金 

新変額個人年金保険ＧＦ 災害死亡保険金 

多機能付変額個人年金保険ＧＦ 災害死亡保険金 

年金受取総額保証付変額個人年金保険ＧＦ 災害死亡保険金 

変額個人年金保険ＧＦ(Ⅱ型) 災害死亡保険金 

災害割増特約 災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

傷害特約 災害死亡保険金 

疾病入院特約(※3) － 

特別条件特約(※3) － 

 

(※1)新規契約のお取扱いを停止させていただいております。 

(※2)既にご加入いただいている契約への中途付加のお取扱いを停止させていただいております。 

(※3)保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定疾病・部位不担保法を適用した場合でも、新型コロナウイルス

感染症を原因として保険金・給付金等のお支払事由に該当したときは、これらの特別条件を適用せず支払う

べき保険金・給付金等の全額をお支払いします。 


